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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
操作入力手段と反力アクチュエータを有する操舵部と、
操向輪と転舵アクチュエータを有する転舵部と、
前記操作入力手段から前記操向輪に至る操舵系の途中に設けられ、正常時に前記操作入力
手段と前記操向輪とを機械的に切り離し、異常時に前記操作入力手段と前記操向輪とを機
械的に連結するクラッチと、
正常時には、前記操作入力手段の操作量に応じて、前記反力アクチュエータと前記転舵ア
クチュエータの駆動制御を行う操舵制御手段と、
を備えた車両用操舵装置において、
前記反力アクチュエータの異常を検出する反力アクチュエータ異常検出手段を備え、
前記操舵制御手段は、
前記反力アクチュエータの異常が検出されてから少なくとも異常と確定するまでの間、前
記転舵アクチュエータへの制御指令を一定値に保持する保持転舵制御を実行し、
前記反力アクチュエータの異常と確定した場合、前記操作入力手段の操作方向と前記操向
輪の転舵方向とが一致しないときは、前記保持転舵制御を中止し、前記クラッチにより前
記操作入力手段と前記操向輪とが機械的に連結されるまでの間、前記操作入力手段の操作
量に基づき前記転舵アクチュエータを駆動制御して前記操向輪を転舵する連結時転舵制御
を実行する
ことを特徴とする車両用操舵装置。
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【請求項２】
請求項１に記載の車両用操舵装置において、
前記操舵制御手段は、前記反力アクチュエータの異常と確定した場合、前記操作入力手段
の操作方向と前記操向輪の転舵方向とが逆相であるとき、前記連結時転舵制御を実行する
ことを特徴とする車両用操舵装置。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載の車両用操舵装置において、
前記操舵制御手段は、前記連結時転舵制御時、前記操作入力手段の操作量と、前記操作入
力手段と前記操向輪とが機械的に連結されたときのギア比とに基づいて前記操向輪を転舵
することを特徴とする車両用操舵装置。
【請求項４】
請求項１または請求項２に記載の車両用操舵装置において、
前記操舵制御手段は、前記連結時転舵制御時、前記操作入力手段の操作量に基づき、前記
操作入力手段と前記操向輪とのギア比を可変することを特徴とする車両用操舵装置。
【請求項５】
請求項４に記載の車両用操舵装置において、
前記操舵制御手段は、前記連結時転舵制御時、前記操作入力手段と前記操向輪とが機械的
に連結されたときのギア比に対し、前記操作入力手段の操作量に対して前記操向輪の転舵
量が小さくなるようにギア比を可変することを特徴とする車両用操舵装置。
【請求項６】
請求項４または請求項５に記載の車両用操舵装置において、
前記操舵制御手段は、前記連結時転舵制御時、前記操作入力手段の操作量と前記操向輪の
転舵量とが機械的に連結されているときの関係に近づけるようにギア比を可変することを
特徴とする車両用操舵装置。
【請求項７】
操作入力手段と反力アクチュエータを有する操舵部と、
操向輪と転舵アクチュエータを有する転舵部と、
前記操作入力手段から前記操向輪に至る操舵系の途中に設けられ、正常時に前記操作入力
手段と前記操向輪とを機械的に切り離し、異常時に前記操作入力手段と前記操向輪とを機
械的に連結するクラッチと、
正常時には、前記操作入力手段の操作量に応じて、前記反力アクチュエータと前記転舵ア
クチュエータの駆動制御を行う操舵制御手段と、
を備えた車両用操舵装置において、
前記反力アクチュエータの異常を検出してから少なくとも異常と確定するまでの間、前記
転舵アクチュエータへの制御指令を一定値に保持する保持転舵制御を実行し、
前記反力アクチュエータの異常と確定した場合、前記操作入力手段の操作方向と前記操向
輪の転舵方向とが一致しないときは、前記保持転舵制御を中止し、前記クラッチにより前
記操作入力手段と前記操向輪とが機械的に連結されるまでの間、前記操作入力手段の操作
量に基づき前記操向輪を転舵する連結時転舵制御を実行する
ことを特徴とする車両用操舵装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドライバの操舵入力を受ける操舵部と、操向輪を転舵する転舵部との間に機
械的なつながりが無いステア・バイ・ワイヤシステム等に採用される車両用操舵装置の技
術分野に属する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、反力アクチュエータが一重系のステア・バイ・ワイヤ（SBW）システムでは、反
力アクチュエータの異常時、反力アクチュエータ駆動電流をゼロとし、クラッチを締結し
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て操舵部と転舵部とを機械的に連結し、バックアップモードへ移行することで、反力アク
チュエータ異常時の転舵機能を維持している（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００４－２０９３９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来技術にあっては、反力アクチュエータを停止してからクラッチ
が締結するまでの間、操舵反力がゼロとなる反力抜けが発生するため、ドライバが操舵を
行っている場合には、ドライバの意図しない操舵オーバーシュートが発生する。また、ク
ラッチが完全に締結するまで操向輪はフリーの状態となり、セルフアライニングトルクに
よって直進方向へと戻る。よって、操向輪の変位による中立ずれが発生し、ドライバの所
望する走行ラインに対し、車両の軌跡がずれるという問題があった。
【０００４】
　本発明は、上記問題に着目してなされたもので、その目的とするところは、反力アクチ
ュエータの異常検出からバックアップモードへ移行するまでの過渡状態において、ドライ
バの意図しない操舵オーバーシュート、操向輪の変位量および車両の軌跡のずれを最小限
に抑えることができる車両用操舵装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述の目的を達成するため、本発明では、
操作入力手段と反力アクチュエータを有する操舵部と、
操向輪と転舵アクチュエータを有する転舵部と、
前記操作入力手段から前記操向輪に至る操舵系の途中に設けられ、正常時に前記操作入力
手段と前記操向輪とを機械的に切り離し、異常時に前記操作入力手段と前記操向輪とを機
械的に連結するクラッチと、
正常時には、前記操作入力手段の操作量に応じて、前記反力アクチュエータと前記転舵ア
クチュエータの駆動制御を行う操舵制御手段と、
を備えた車両用操舵装置において、
前記反力アクチュエータの異常を検出する反力アクチュエータ異常検出手段を備え、
前記操舵制御手段は、前記反力アクチュエータの異常が検出されてから少なくとも異常と
確定するまでの間、前記転舵アクチュエータへの制御指令を一定値に保持する保持転舵制
御を実行し、前記反力アクチュエータの異常と確定した場合、前記操作入力手段の操作方
向と前記操向輪の転舵方向とが一致しないときは、前記保持転舵制御を中止し、前記クラ
ッチにより前記操作入力手段と前記操向輪とが機械的に連結されるまでの間、前記操作入
力手段の操作量に基づき前記転舵アクチュエータを駆動制御して前記操向輪を転舵する連
結時転舵制御を実行することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　例えば、操作入力手段が保舵状態のときには、保持転舵制御を実行することで、ドライ
バの意図しない操舵オーバーシュートと操向輪の変位量および車両の軌跡のずれを抑制で
きるが、操作入力手段の操作方向と操向輪の転舵方向とが逆方向の場合に保持転舵制御を
実行すると、操舵角と転舵角とのずれがより拡大され、操作入力手段に応じた車両の走行
ラインから車両の軌跡がずれてしまう。
【０００７】
　一方、操作入力手段の操作方向と操向輪の転舵方向とが逆方向の場合には、連結転舵制
御を実行することで、操向輪の変位量および車両の軌跡のずれを抑制できるが、操作入力
手段が保舵状態の場合に連結転舵制御を実行すると、操向輪が内側へ切れ込み、結果車両
の軌跡は内側へ巻き込んでしまう。
【０００８】
　本発明にあっては、操作入力手段の操舵状態に応じて保持転舵制御と連結時転舵制御と
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を切り替えることにより、各々の状況に応じて、ドライバの意図しない操舵オーバーシュ
ート、操向輪の変位量および車両の軌跡のずれを最小限に抑えることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を、実施例１，２に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１０】
　まず、構成を説明する。
  図１は、実施例１の車両用操舵装置が適用されたステア・バイ・ワイヤシステム（以下
、「SBWシステム」という。）を示す全体構成図である。実施例１の車両用操舵装置は、(
1)反力装置（操舵部）、(2)バックアップ装置、(3)転舵装置（転舵部）、(4)制御コント
ローラにより構成されている。以下、それぞれの構成を詳しく説明する。
【００１１】
　(1)反力装置
  反力装置は、ハンドル（操作入力手段）１と、操舵角センサ２と、コラムシャフト３と
、反力モータ（反力アクチュエータ）４と、反力モータ角センサ５と、を有して構成され
ている。
【００１２】
　操舵角センサ２は、ハンドル１の回転角である操舵角を検出する。反力モータ４は、コ
ラムシャフト３に路面反力等を模擬する操舵反力を付加する。反力モータ角センサ５は、
反力モータ４の回転角を検出する。
【００１３】
　(2)バックアップ装置
反力装置(1)と転舵装置(3)とを機械的に分離・連結することを可能とするバックアップ装
置は、ケーブルコラム７とクラッチ６により構成されている。
【００１４】
　ケーブルコラム７は、クラッチ６が締結されるバックアップモード時、反力装置(1)と
転舵装置(3)との間に介在する部材との干渉を避けて迂回しながらも、トルクを伝達する
コラムシャフト機能を発揮する機械式バックアップ機構である。ケーブルコラム７は、２
つのリールに端部がリールに固定された２本のインナーケーブルを互いに逆方向へ巻き付
け、２つのリールケースに２本のインナーケーブルを内挿したアウターチューブの両端を
固定することにより構成されている。
【００１５】
　クラッチ６は、コラムシャフト３とケーブルコラム７との間に介装され、実施例１では
電磁クラッチを用いている。このクラッチ６は、締結されたとき、コラムシャフト３とピ
ニオンシャフト８とが連結され、ハンドル１に加えられた操舵トルクは、ステアリング機
構１２に機械的に伝達される。
【００１６】
　(3)転舵装置
  転舵装置は、ピニオンシャフト８と、ホイールギア９と、転舵モータ（転舵アクチュエ
ータ）１０，１０と、転舵モータ角センサ１１，１１と、ステアリング機構１２と、ラッ
ク軸力センサ１３，１３と、操向輪１４，１４により構成されている。
【００１７】
　転舵モータ１０，１０は、ホイールギア９を介してピニオンシャフト８に転舵トルクを
出力する。転舵モータ角センサ１１，１１は、転舵モータ１０，１０の回転角を検出する
。ステアリング機構１２は、ピニオンシャフト８の回転に応じて操向輪１４，１４を転舵
する。ラック軸力センサ１３，１３は、ステアリング機構１２に入力されるラック軸力を
検出する。
【００１８】
　(4)制御コントローラ
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  制御コントローラは、反力モータ４を駆動制御する反力コントローラ１７と、転舵モー
タ１０，１０を駆動制御する転舵コントローラ１８，１８から構成され、双方向通信線１
９を介して情報交換可能に接続されている。
【００１９】
　反力コントローラ１７および転舵コントローラ１８，１８には、操舵角センサ２と、反
力モータ角センサ５と、ラック軸力センサ１３，１３と、車速を検出する車速センサ１５
と、ヨーレートセンサ１６と、からの検出値が入力される。
【００２０】
　反力コントローラ１７は、各センサ信号に基づいて、反力モータ指令角を設定し、反力
モータ４を駆動制御する。転舵コントローラ１８，１８は、各センサ信号に基づいて、転
舵モータ１０，１０の転舵モータ指令角を設定し、転舵モータ１０，１０を駆動制御する
。
【００２１】
　反力コントローラ１７および転舵コントローラ１８，１８は、システムの状態をモニタ
リングし、システムが正常に作動している間は、SBWモード（クラッチ切り離しによるス
テア・バイ・ワイヤ制御）を維持し、反力モータ４または反力コントローラ１７が失陥し
た場合には、バックアップモード（クラッチ締結による電動パワーステアリング制御）へ
移行する（図２の２モータSBW→２モータEPS）。ここで、転舵モータ１０，１０および転
舵コントローラ１８，１８を冗長系としているため、一方の転舵モータ１０が失陥した場
合でも、失陥していない方の転舵モータ１０でSBW制御を継続することができる（図２の
２モータSBW→１モータSBW）。なお、反力コントローラ１７と２つの転舵コントローラ１
８，１８が失陥した場合には、マニュアルステアリングモード（モータ制御無し）へ移行
する。
【００２２】
　次に、作用を説明する。
  ［反力モータ異常検出時の転舵制御処理］
  図３は、実施例１の転舵コントローラ１８で実行される反力モータ異常検出時の転舵制
御処理の流れを示すフローチャートで、以下、各ステップについて説明する。
【００２３】
　ステップS1では、正常制御時の転舵モータ指令角とバックアップモード移行時の転舵モ
ータ指令角とのオフセット値を算出し、ステップS2へ移行する。実施例１では、バックア
ップモード移行時の転舵モータ指令角を、クラッチ６を締結してハンドル１と操向輪１４
，１４とが機械的に連結された場合の、ステアリング機構１２のメカギア比（ハンドル１
の操舵角に対する操向輪１４，１４の転舵角の比）とする。
【００２４】
　ステップS2では、反力モータ角センサ５の検出値や反力モータ４の実電流値等に基づき
、反力モータ４の異常が検出されたか否かを判定する（反力アクチュエータ異常検出手段
に相当）。YESの場合にはステップS3へ移行し、NOの場合にはステップS12へ移行する。
【００２５】
　ステップS3では、転舵モータ指令角を異常検出時のものに保持し、ステップS4へ移行す
る。
【００２６】
　ステップS4では、クラッチ６に締結指令を出力し、ステップS5へ移行する。
【００２７】
　ステップS5では、反力モータ異常検出後、所定時間ΔTが経過したか否かを判定する。Y
ESの場合にはステップS6へ移行し、NOの場合にはステップS13へ移行する。
【００２８】
　ステップS6では、反力モータ異常を確定し、反力モータ電流を遮断してステップS7へ移
行する。
【００２９】
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　ステップS7では、操舵状態判断ロジックを実行する。具体的には、ハンドル１の操作方
向と操向輪１４，１４の転舵方向とが逆相である場合にはステップS8へ移行する。保舵状
態が所定時間ΔT経過したか、またはハンドル１の操作方向と操向輪１４，１４の転舵方
向とが同相である場合にはステップS15へ移行する。
【００３０】
　ステップS8では、ハンドル１の操舵角とメカギア比を用いて転舵モータ指令角を算出し
、ステップS9へ移行する。
【００３１】
　ステップS9では、反力モータ４および反力コントローラ１７の異常が確定した際のオフ
セット値を転舵モータ指令角に加算し、ステップS10へ移行する。
【００３２】
　ステップS10では、ステップS4でクラッチ締結指令を出力後、クラッチ締結に要する所
定時間経過したか否かを判定する。YESの場合にはステップS11へ移行し、NOの場合にはス
テップS10を繰り返す。
【００３３】
　ステップS11では、各モータをバックアップモードへ移行し、リターンへ移行する。
【００３４】
　ステップS12では、正常時のSBW制御を継続する。
【００３５】
　ステップS13では、クラッチ６にクラッチ解放指令を出力し、ステップS14へ移行する。
【００３６】
　ステップS14では、正常時のSBW制御に復帰する。
【００３７】
　ステップS15では、転舵モータ指令角を、反力モータ異常確定時の転舵モータ指令角に
保持し、ステップS10へ移行する。
【００３８】
　［反力モータ異常検出時の転舵制御作動］
反力モータ４の異常発生時、ハンドル１の操作方向と操向輪１４，１４の転舵方向とが同
相である場合には、図３のフローチャートにおいて、ステップS1→ステップS2→ステップ
S3→ステップS4→ステップS5→ステップS6→ステップS7→ステップS15→ステップS10→ス
テップS11へと進む流れとなる。よって、転舵角が、反力モータ異常確定時の転舵角に維
持されるため、バックアップモードへ移行する過渡状態において、ドライバの操舵オーバ
ーシュートおよびセルフアライニングトルクに起因するハンドル１と操向輪１４，１４と
の中立位置ずれを抑制でき、車両の軌跡がハンドル１に応じた走行ラインからずれるのを
抑制できる。
【００３９】
　反力モータ４の異常発生時、ハンドル１の操作方向と操向輪１４，１４の転舵方向とが
逆相である場合には、図３のフローチャートにおいて、ステップS1→ステップS2→ステッ
プS3→ステップS4→ステップS5→ステップS6→ステップS7→ステップS8→ステップS9→ス
テップS10→ステップS11へと進む流れとなる。よって、クラッチ６が完全に締結されるま
での一定時間、ハンドル１の操舵角に応じて操向輪１４，１４を転舵させる正常時制御と
同様の制御を継続するため、操向輪１４，１４の変位量および車両の軌跡がハンドル１に
応じた走行ラインからずれるのを最小限に抑えることができる。
【００４０】
　また、ハンドル１の操作方向と操向輪１４，１４の転舵方向とが逆相である場合には、
ハンドル１の操舵角とメカギア比とから求まる転舵モータ指令角に応じて操向輪１４，１
４が転舵される。すなわち、可変ギア比を正常時制御と同様に設定した場合、ハンドル１
が操向輪１４，１４につられて大きく回転してしまうという問題が発生するが、可変ギア
比を変化させることにより、ハンドル１が操向輪１４，１４につられることがなくなり、
スムーズにバックアップモードへ移行することが可能となる。
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【００４１】
　［保舵状態での反力モータ故障］
  一般的に、定常旋回時など、保舵状態で走行している際には、ドライバはハンドルに対
し路面反力に釣り合うトルクを受動的にかけることにより、保舵状態を維持している。こ
の状態で反力モータおよびその制御装置（反力コントローラ）の異常を検知し、反力モー
タ電流を遮断して反力モータの出力トルクがゼロになると、ハンドルは異常発生の直前に
ドライバがかけていたトルクにより、切り増し方向に動くことになる。これにより、ドラ
イバの意図しない操舵オーバーシュートが発生する。
【００４２】
　正常時の転舵制御に用いる操舵側の角度として、反力モータの回転角を用いている場合
、反力モータが失陥した際には、反力モータの回転角を制御に用いることができない。図
４において、時点Ａでクラッチに締結指令を出力してから、時点Ｃでバックアップ装置の
クラッチが完全に連結するまでの間、操向輪はセルフアライニングトルクにより直進方向
に戻る。つまり、ドライバは保舵状態を維持しているにもかかわらず、操向輪はその意図
に沿うように動作せず、ドライバに違和感を与える上、車両の軌跡が走行ラインから大き
くずれてしまう。
【００４３】
　反力モータが失陥した際、操舵角または反力モータの回転角が使える場合には、転舵制
御は、操舵角または反力モータの回転角に応じて転舵するため、意図しない操舵オーバー
シュートにも応じて転舵されることとなり、車両はより大きく旋回してしまう。
【００４４】
　［操舵状態での反力モータ故障］
  一方、図５に示すように、操舵角と転舵角との間に位相差が発生するような操舵を行っ
ている状況（以下、操舵状態と呼ぶ）で走行している際に、反力モータおよびその制御装
置に異常が発生すると、反力モータの発生するトルクがゼロになり、また、操向輪に関し
てはクラッチが完全に連結するまでの間はセルフアライニングトルクにより直進方向に戻
される。つまり、操向輪はドライバの意図であるハンドル操作と連動すること無しに動作
することになり、ドライバに違和感を与える上、車両の軌跡が走行ラインから大きくずれ
てしまう。すなわち、操舵状態においては、ドライバのハンドルを切った方向に操向輪を
転舵させる制御を行う方が望ましい。
【００４５】
　［保舵状態での保持転舵制御作用］
  そこで、反力モータおよびその制御装置が何かしらの失陥をした場合、その制御装置に
より失陥を検知したと同時に転舵モータを現在の位置に保持する制御を行う（以下、保持
転舵制御と呼ぶ）。これを実現する方法としては、例えば、図６のように、転舵モータ指
令角を反力失陥時の値に固定する方法がある。この制御を行った場合、保舵状況で走行し
ているとき、反力モータの異常を検出し、バックアップモードへ移行する際、反力モータ
の発生トルクがゼロになるので、ハンドルが切り増し方向に動いてしまう（ハンドルを切
っている方向と操向輪の向いている方向が同相）が、操向輪については、保持転舵制御を
行うことによってハンドルの操作の如何にかかわらず、反力モータ異常検出時の転舵角に
保持されるため、変位量は減少し、車両の軌跡も走行ラインからずれることがなくなる。
【００４６】
　［操舵状態での保持転舵制御の問題］
  しかし、操舵状態で走行しているときには、操舵角と転舵角との間に位相差があるので
、ハンドルを切っている方向と操向輪の向いている方向とが逆相となる状況が起こり得る
。そういった状況下で反力モータの異常を検出し、バックアップモードへ移行する際、操
向輪の保持転舵制御を行うと、ハンドルを切っている方向と車両の進む方向とが異なるこ
ととなり、走行ラインから車両の軌跡がずれてしまう。その上、ドライバの操舵意図が操
向輪の転舵と連動していないため、違和感を与えることになる（図７）。
【００４７】



(8) JP 4635720 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

　［操舵状態での連結時転舵制御作用］
  この問題を解決するために、反力モータおよびその制御装置の異常を検出し、バックア
ップモードへ移行する際の過渡状態において、クラッチを締結する指令を出してから完全
に締結するまでのある一定時間は、正常時制御と同様に、操舵角に応じた転舵角制御を継
続する制御を行う（以下、連結時転舵制御と呼ぶ）。この連結時転舵制御を行うことによ
って、操舵状態で走行しているときに反力モータおよびその制御装置の異常を検出し、バ
ックアップモードへ移行する際に、転舵モータはハンドルの操舵角に応じて転舵されるた
め（反力モータの回転角が使える場合は使っても良い。）、操向輪の変位量および車両の
軌跡が走行ラインからずれるのを最小限に抑えることができる（図９）。
【００４８】
　［保舵状態での連結時転舵制御の問題］
  ただし、連結時転舵制御を行った場合、保舵状態で走行しているときに反力モータおよ
びその制御装置の異常を検出し、バックアップモードへ移行する際に、ハンドルの切り増
し分を操向輪の転舵角指令値として与えてしまうため、操向輪が内側へ切れ込み、結果車
両の軌跡は内側へ巻き込んでしまう（図８）。
【００４９】
　［保持転舵制御と転舵制御の切り替え作用］
  これに対し、実施例１の車両用操舵装置では、上記保持転舵制御と連結時転舵制御とを
切り替え、操向輪１４，１４を保持させた方が望ましい状況では保持転舵制御を行い、ド
ライバがハンドル１を切った方向に操向輪１４，１４を転舵させた方が望ましい状況では
連結時転舵制御を行うようにする。これにより、各々の状況において操向輪１４，１４の
変位量および車両の軌跡のずれを最小限に抑えることが可能となる。保持転舵制御を行っ
ている場合の時系列に沿った車両挙動は、図６に示した通りである。また、連結時転舵制
御を行っている場合の時系列に沿った車両挙動は、図９に示した通りである。
【００５０】
　ここで、上記保持転舵制御と連結時転舵制御の切り替え条件に関して、例えば、操舵角
速度を用い、ある一定値以下であれば保舵状態、逆にある一定値を超えると操舵状態と判
断する方法、または操舵角速度に加えて、操舵トルク、転舵トルク（ラック軸力）を用い
、ある一定値以下であれば保舵状態、それを上回れば操舵中と判断し、保舵状態、または
操舵中かつ操舵トルクと転舵トルクが同相の場合は保持転舵制御を行い、操舵中で操舵ト
ルクと転舵トルクが逆相となった場合は連結時転舵制御を行うといった方法がある。
【００５１】
　次に、効果を説明する。
  実施例１の車両用操舵装置にあっては、以下に列挙する効果が得られる。
【００５２】
　(1) ハンドル１と反力モータ４を有する反力装置(1)と、操向輪１４，１４と転舵モー
タ１０，１０を有する転舵装置(3)と、ハンドル１から操向輪１４，１４に至る操舵系の
途中に設けられ、正常時にハンドル１と操向輪１４，１４とを機械的に切り離し、異常時
にハンドル１と操向輪１４，１４とを機械的に連結するクラッチ６と、正常時には、ハン
ドル１の操作量に応じて、反力モータ４と転舵モータ１０，１０の駆動制御を行う操舵制
御手段（反力コントローラ１７、転舵コントローラ１８，１８）と、を備えた車両用操舵
装置において、反力モータ４の異常を検出する反力アクチュエータ異常検出手段（ステッ
プS2）を備え、操舵制御手段は、反力アクチュエータ異常検出手段が異常検出してから異
常と確定するまでの間、転舵モータ１０，１０への制御指令（転舵モータ指令角）を一定
値に保持する保持転舵制御を実行し（ステップS15）、ハンドル１が所定の操舵状態のと
き、保持転舵制御を中止し、操舵状態に応じた連結時転舵制御を実行する（ステップS9）
。よって、各々の状況においてドライバの意図しない操舵オーバーシュート、操向輪１４
，１４の変位量および車両の軌跡のずれを最小限に抑えることが可能となる。
【００５３】
　(2) 操舵制御手段は、ハンドル１の操作方向と操向輪１４，１４の転舵方向とが一致し
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ないときには、連結時転舵制御を実行するため、ハンドル１と操向輪１４，１４とが逆相
の場合に保持転舵制御を継続することで、操舵角と転舵角とのずれがより拡大するのを防
止でき、操向輪１４，１４の変位量および車両の軌跡が走行ラインからずれるのを最小限
に抑えることが可能となる。
【００５４】
　(3) 操舵制御手段は、連結時転舵制御時、ハンドル１の操作量と、ハンドル１と操向輪
１４，１４とが機械的に連結されたときのギア比（メカギア比）とに基づいて操向輪１４
，１４を転舵する（ステップS8）。すなわち、バックアップモードへの移行時、クラッチ
６は完全に繋がっていないものの、トルクの伝達は行われる。そのような状況下で可変ギ
ア比を正常時制御と同じ値とした場合、ハンドル１が操向輪１４，１４につられて大きく
回転してしまうという問題が発生するが、可変ギア比を変化させることより、ハンドル１
が操向輪１４，１４につられることがなくなり、スムーズにバックアップモードへ移行す
ることができる。
【実施例２】
【００５５】
　実施例２は、連結時転舵制御では可変ギア比を反力モータ異常検出時よりも小さくする
例である。なお、構成については図１に示した実施例１と同様であるため、説明を省略す
る。
【００５６】
　次に、作用を説明する。
  ［反力モータ異常検出時の転舵制御処理］
  図１０は、実施例２の転舵コントローラ１８で実行される反力モータ異常検出時の転舵
制御処理の流れを示すフローチャートである。なお、図３に示した実施例１と同一処理を
行うステップには、同一のステップ番号を付して説明を省略する。
【００５７】
　ステップS21では、ハンドル１の操舵角と減速した可変ギア比を用いて転舵モータ指令
角を算出し、ステップS9へ移行する。すなわち、実施例２では、反力モータ４の異常発生
時、ハンドル１の操作方向と操向輪１４，１４の転舵方向とが逆相である場合には、ハン
ドル１の操舵角と可変ギア比とから求まる転舵モータ指令角に応じて操向輪１４，１４が
転舵され、このとき、可変ギア比は、反力モータ故障検出時よりも小さな値とし、時間の
経過と共に徐々にメカギア比に近づける。
【００５８】
　［連結時転舵制御における大可変ギア比の問題］
  SBWシステムでは、ハンドルの操舵角に対する操向輪の転舵角の比であるギア比を可変
にすることが可能である。例えば、低速域では可変ギア比は１対１よりも高いギア比とし
、少量のハンドル操作で大舵角を切ることができるという特徴がある。しかし、連結時転
舵制御を行う場合、通常時の可変ギア比を用いると問題が発生する。バックアップモード
へ移行する過渡状態において、クラッチは完全には繋がっていないものの、トルクの伝達
は行われる。この状況において、可変ギア比で増速された転舵角指令によって転舵モータ
が駆動されると、クラッチを介してハンドルを切り増し方向に大きく動かすことになる。
これにより大きな転舵角指令が送られ、転舵モータが駆動され、ハンドルはより大きく回
されることになる（図１１）。
【００５９】
　［ギア比可変作用］
  実施例２では、バックアップモードへの移行状態においては、可変ギア比を変化させ、
それをハンドル１の操舵角に乗じた値を転舵モータ指令角とする。ただし、この際の可変
ギアの変化について、上記理由により反力モータ４およびその制御装置の異常検出時の値
よりも小さな値とする。これにより、操舵状態におけるバックアップモード移行時、ハン
ドル１が大きく回されるという問題は解決される。
【００６０】
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　また、バックアップモードに移行する際に可変ギア比を変化させるとき、転舵角をハン
ドル１と操向輪１４，１４とが機械的に連結されたときのメカギア比（ラック&ピニオン
のギア比）の転舵角に近づけるように、可変ギア比で減速する。これにより、反力モータ
４およびその制御装置の異常を検出した際の正常制御時の転舵モータ指令角から連結時転
舵制御を行う際の転舵モータ指令角への値の急変は回避される（図１２）。また、可変ギ
ア比で減速するのみでも良い。
【００６１】
　なお、補足として、正常時のSBWモード、バックアップEPSモード、SBWからバックアッ
プモードへの移行時の３つの状態において、転舵側と操舵側の制御の状態を図１２にまと
めた。
【００６２】
　次に、効果を説明する。
  実施例２の車両用操舵装置にあっては、実施例１の効果(1)，(2)に加え、以下に列挙す
る効果が得られる。
【００６３】
　(4) 操舵制御手段は、連結時転舵制御時、ハンドル１の操作量に基づき、ハンドル１と
操向輪１４，１４とのギア比を可変するため、ハンドル１が転舵角につられることがなく
、スムーズにバックアップモードへ移行することができる。
【００６４】
　(5) 操舵制御手段は、連結時転舵制御時、ハンドル１と操向輪１４，１４とが機械的に
連結されたときのギア比に対し、ハンドル１の操作量に対して操向輪１４，１４の転舵量
が小さくなるようにギア比を可変するため、高速域では可変ギア比を減速される値に設定
しているようなSBWシステムにおいて、バックアップモードでのギア比の方が高い場合、
スムーズな移行を行うことができる。
【００６５】
　(6) 操舵制御手段は、連結時転舵制御時、ハンドル１の操作量と操向輪１４，１４の転
舵量とが機械的に連結されているときの関係に近づけるようにギア比を可変するため、バ
ックアップモード移行後のハンドル１と操向輪１４，１４の中立位置ずれを小さくできる
と共に、スムーズにバックアップモードへ移行することが可能となる。
【００６６】
　（他の実施例）
  以上、本発明を実施するための最良の形態を、実施例１，２に基づいて説明したが、本
発明の具体的な構成は、実施例１，２に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しな
い範囲の設計変更等があっても本発明に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】実施例１の車両用操舵装置が適用されたステア・バイ・ワイヤシステムを示す全
体構成図である。
【図２】実施例１の故障検出時のシステム状態遷移図である。
【図３】実施例１の転舵コントローラ１８で実行される反力モータ異常検出時の転舵制御
処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】保舵状態での反力モータ故障を示すタイムチャートである。
【図５】操舵状態での反力モータ故障を示すタイムチャートである。
【図６】実施例１の保舵状態での保持転舵制御作用を示すタイムチャートである。
【図７】操舵状態での保舵転舵制御の問題を示すタイムチャートである。
【図８】保舵状態での連結時転舵制御の問題を示すタイムチャートである。
【図９】実施例１の操舵状態での連結時転舵制御作用を示すタイムチャートである。
【図１０】実施例２の転舵コントローラ１８で実行される反力モータ異常検出時の転舵制
御処理の流れを示すフローチャートである。
【図１１】連結時転舵制御において可変ギア比大の場合の問題を示すタイムチャートであ
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る。
【図１２】実施例２のギア比可変作用を示すタイムチャートである。
【図１３】正常時のSBWモード、バックアップEPSモード、SBWからバックアップモードへ
の移行時の３つの状態において、転舵側と操舵側の制御の状態を示す図である。
【符号の説明】
【００６８】
１　ハンドル（操作入力手段）
２　操舵角センサ
３　コラムシャフト
４　反力モータ（反力アクチュエータ）
５　反力モータ角センサ
６　クラッチ
７　ケーブルコラム
８　ピニオンシャフト
９　ホイールギア
１０，１０　転舵モータ（転舵アクチュエータ）
１１，１１　転舵モータ角センサ
１２　ステアリング機構
１３，１３　ラック軸力センサ
１４，１４　操向輪
１５　車速センサ
１６　ヨーレートセンサ
１７　反力コントローラ
１８，１８　転舵コントローラ
１９　双方向通信線
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】



(15) JP 4635720 B2 2011.2.23

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｂ６２Ｄ 137/00     (2006.01)           Ｂ６２Ｄ 137:00    　　　　          　　　　　

    審査官  久保田　信也

(56)参考文献  特開２００５－０９６７４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２１０２００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３０１６３９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６２Ｄ　　　６／００　　　　
              Ｂ６２Ｄ　　　５／００　－　５／３２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

